
令和 4年 5月 2日 

公 募 公 告 

 

次のとおり、契約の相手方を公募します。 

 

独立行政法人勤労者退職金共済機構 

一般の中小企業退職金共済事業等勘定 

業務経理契約担当役 

理事  小林 洋子 

 

 

１. 公募に付する事項 

（１） 契約件名   中退共名古屋コーナー事務室の賃貸借契約 

（２） 契約期間   令和 4年 7月 1日～令和 7年 3月 31 日 

 

２．公募に必要な資格に関する事項 

次に該当しない者であること。 

（１）契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

（２）次のアからカのいずれかに該当する者でその事実があった後２年を経過しない者 

ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数

量に関し不正行為をした者 

イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため 

に連合した者 

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者 

エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

カ 上記アからオのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履

行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者 

（３）独立行政法人勤労者退職金共済機構反社会的勢力対応規程第 2条に規定する反社会的勢

力に該当する者 

（４）応募申込書若しくはこれに添付する書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は

重要な事実について記載しなかった者 

 

３. 調達物件の主な要件 

（１）物件の所在地等 

    所 在 地  愛知県名古屋市内 

    面 積  50 ㎡程度 

    月額賃料  23 万円以下（共益費及び消費税を含む） 

 （２）令和 4年 7月分は共益費のみの支払いとすること。 



 （３）最寄り駅は名古屋駅から 4駅以内（乗換含む）。 

（４）鉄道最寄り駅まで徒歩 5分程度であること。 

（５）周辺の風俗環境が良好に保全されていること。 

（６）1981 年（昭和 56 年）6 月 1 日建築基準法施行令改正による新耐震基準の適用を受けた建

築物であること又は新耐震基準とほぼ同水準の耐震性を有していること。 

（７）入居事務室が 2 階以上にある場合は、当該建物にエレベーターが設置されていること。 

（８）24時間警備（有人又は機械）であり、24時間出入り可能であること。 

（９）保守及び防犯防災管理が十分であること。 

（10）隣接するテナントとの遮音が十分に図られていること。 

（11）電話及び電気を使用できること。 

（12）空調設備が整備されていること。 

（13）電気容量は、ＰＣ端末（4台）、プリンター（2台）、複写機（1台）、シュレッダー（1

台）、テレビ（1台）、冷蔵庫（1台）、電気ポット（1台）等の機器を使用して業務を行

うことに支障が生じないこと。 

（14）ＶＰＮ回線（フレッツ光ネクスト Master's One 広域イーサネットサービス）が使用で

きること。 

（15）ビル設備としてＭＤＦ室を有し、上記（14）回線の施設工事が可能であること。 

（16）仲介手数料、更新料及び礼金を要さないこと。 

 

４. 公募要領の交付 

（１）申込方法   下記（２）の申込先に E-mail で申し込むものとする。 

（２）申 込 先   独立行政法人 勤労者退職金共済機構 

中小企業退職金共済事業本部 

事業推進部 加入促進課  担当：岡崎、金谷 

E-mail : sokushin@taisyokukin.jp 

 （３）期 間   令和 4年 5月 2 日（月）～ 令和 4年 5月 31 日（火）  

         （締切以降の申込については、理由の如何を問わず受け付けない。） 

 （４）交付方法    申込のあった会社に対して『「中退共名古屋コーナー事務室の賃貸借契約」

に係る公募要領』を E-mail にて送付する。 

   

５. 応募方法 

（１）応募期限   令和 4年 6月 1日（水） 17 時 

         ※郵送の場合は応募期限必着。 

（２）応募方法   下記（３）の提出先に、公募要領４.（２）に定める書類を持参又は郵送にて

提出すること。 

（３）提 出 先   〒170-8055 東京都豊島区東池袋１－２４－１  

ニッセイ池袋ビル 16 階 

          独立行政法人 勤労者退職金共済機構 

          中小企業退職金共済事業本部  



事業推進部 加入促進課  担当：岡崎、金谷 

 

６. 応募に関する質問の受付 

 （１）質 問 方 法  ４.（２）の申込先への E-mail で受け付ける。 

            （E-mail 以外での問い合わせは受け付けない。） 

 （２）件名欄(Subject) 【「中退共名古屋コーナー事務室の賃貸借契約」に係る応募に関する

問合せ（会社名）】とすること。 

 

７. その他 

 （１）応募受付後、必要により電話による確認及び追加詳細資料の提出、現地の確認等を行う場

合がある。 

（２）応募があった場合、応募者から提供された書類をもとに経済性及び利便性等の観点から審

査し選定することとする。 

（３）公募の結果については、令和 4 年 6 月 8 日（水）を目途に応募者全員に E-mail で通知す

る。 

（４）その他詳細は公募要領による。 

 


